
3 1の 5

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の

伝
領
に
つ
い
て

(
下
)

河

村

昭

四

一
条
家
領
足
羽
庄
と
朝
倉
氏
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一
条
家
に
還
付
さ
れ
て
以
後
の
足
羽
庄
に
関
す
る

史
料
は
、
次
の
五
点
で
あ
る
。

J
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
元
年
九
月
十
日
条

家
門
御
領
越
前
国
分

足
羽
庄
御
厨
御
公
事

四
百
二
十
七
貫
五
百
八
十
文
比
内
紛
十
屯
・

十

貫

文

行

俊

名

{
居
)

六

十

五

貫

文

安

名

郷

請

口

十

二

貫

文

清

弘

名

公

事

物

七

十

貫

文

東

郷

庄

河
村

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
つ
い
て
(
下

朝
倉
彊車合
正五
左百
衛八
門十
教四
景貫
押五
領百
分八

十
文
駄

狭羽之口宇綿
国・ 、貫主十
越安 J令、屯

ニ居泉御
御・殿侍殿
上東ニ六上
落郷廿人人
云之貫中両(
々代 、四中品
、官在十ニご

共国貫三
ニ之・十
申間御貫
付事太
之者万諸

、等大

若足在夫

K
越
前
国
足
羽
御
厨
(
中
略
|
|
前
掲

G
)

代
官
朝
倉
美
作
入
道
請
之
、
毎
年
土
貢
四
百

鈴
貫
致
沙
汰
、
応
仁
乱
世
以
来
、
朝
倉
弾
正

左
衛
門
尉
二
向
押
領
之
、
言
語
道
断
事
也
、

別
納
行
俊
名
鵠
…
せ
詞
院
為
家
僕
給
恩
之
地
、

同
安
居
保
腕
棚
醐
厨
安
居
修
理
亮
請
之
、
毎
年
年
貢

六
千
五
百
疋
沙
汰
之
、
其
後
下
直
代
官
座
主

{
正
カ
河
村
)

僧
令
所
務
、
千
貫
計
得
分
也
、
応
仁
以
来
朝

倉
弾
正
左
衛
門
尉
押
領
之
、

清
弘
名
一
昨
日
白
川
町
請
四
千
三
百
疋
、
為
家
僕
給
恩
之
地
、

N
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
二
年
八
月
三
日

応

仁

以

来

又

混

惣

庄

押

領

之

、

条

付

図

(

次

頁

第

2
図
)

(
耽
カ
)

次
回
名
同
光
台
寺
寄
進
之
地
、
請
四
千
疋
、
子
右
の
J
i
N
の
う
ち
、
J
が
「
足
羽
庄
御
厨
」
、

細
向
上
、

K
が
「
足
羽
御
厨
」
、

M
-
N
(
お
そ
ら
く

L
も
)

同
国
東
郷
庄
代
官
朝
倉
一
族
府
軍
預
申
之
、
年
貢
が
「
足
羽
庄
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
を
異
に
す
る
が
、

七
千
疋
応
仁
以
来
弾
正
左
衛
門
尉
押
領
足
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
、
前
節
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
足

羽
庄
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

J
-
K
が
か
く

記
す
事
情
は
別
稿
で
推
測
し
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、

K
(
G
)
で
一
条
兼
良
が
「
足
羽
御
厨
」
と
す
る
の

は、

H

足
羽
庄
時
代
d

の
伝
領
を
「
無
謂
者
」
と
し

て
否
定
し
、
「
足
羽
御
厨
」
と
称
さ
れ
て
い
た
鎌
倉

M

「
長
輿
宿
祢
記
」
文
明
十
一
年
間
九
月
十
八
日
記

(
兼
良
)

今
日
、
一
一
傑
禅
閣
自
越
前
国
御
上
落
、
御
家

領
制
胴
牲
朝
倉
数
年
押
領
之
問
、
為
御
能
事
御

下
向
、
難
然
於
御
家
領
者
不
返
進
、
懸
御
目

致
御
雄
、
京
高
疋
進
上
云
々
、

L 
日『
条大

ニ石 乗
御き 院
京衛寺
著門社
無罷雑
為下事
云、記
々禅こ 』

、閣童 文

朝御実 明
倉書十
進到一
物来年
二、八

百十月
口巨一 廿

日七
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鳴
鹿
川

海

山

海海

期
以
来
一
貫
し
て
一
条
家
領
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
立

場
か
ら
、
子
息
冬
良
に
授
け
た
、
「
一
条
家
有
職
書
」

と
も
い
う
べ
き
「
桃
華
薬
葉
」
の
中
で
敢
え
て
旧
称
を

用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

J
の
「
足
羽
庄
御

北
庄
川

尋尊筆越前国河口坪江庄付近略図
(W大乗院寺社雑事記』文明12年 8月3日条付図)
旧『福井県史』挿入の影写本(? )をトレースし、一部角川書庖刊
『大乗院寺社雑事記』により加筆した。

崩

河

第 2図

厨
」
と
い
う
奇
妙
な
表
記
は
、
筆
者
尋
尊
の
、
一
条

兼
良
の
五
男
で
、
か
つ
出
家
の
身
(
す
な
わ
ち
一
条

家
外
の
身
)
と
い
う
立
場
に
由
来
す
る
、
折
衷
的
表

現
か
と
も
思
わ
れ
る
、
そ
の
尋
尊
が
、

N
で
は
一
「
足

羽
庄
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

(
L
も
「
足

羽
庄
」
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
)
、
要
す
る
に
、
一
条
家

領
に
復

L
て
か
ら
も
、
前
代
と
同
様
「
足
羽
庄
」
の

称
が
広
く
定
着
し
て
い
た
と
断
定
し
て
よ
い
。

さ
て
、

J
i
M
の
中
で
も
特
に
K
は
、
応
仁
期
に

お
け
る
武
士
の
荘
園
押
領
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と

じ
て
つ
と
に
著
名
で
あ
る
。
一
条
兼
良
は
こ
の
「
桃

華
薬
葉
」
を
著
わ
す
前
年
の
文
明
十
一
年
(
一
四
七

九
)
八
月
二
十
三
日
、
足
羽
庄
・
安
居
郷
・
東
郷
庄

な
ど

J
-
K
に
み
え
る
越
前
の
家
領
の
返
付
と
、
息

冬
良
の
右
大
将
就
任
拝
賀
の
費
用
援
助
を
朝
倉
氏
に

求
め
る
た
め
、
七
十
八
歳
の
身
に
鞭
打
ち
、
人
々
の

倒
笑
を
背
に
う
け
な
が
ら
下
国
し
た
の
で
あ
る
が
、

L
・
M
に
あ
る
よ
う
に
、
二
百
貰
の
進
物
等
は
得
た

も
の
の
、
家
領
の
返
付
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
当

時
朝
倉
氏
が
一
条
家
領
を
こ
と
ご
と
く
押
領
し
、
家

臣
の
給
地
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
帰
京
し

た
兼
良
自
身
が
そ
の
翌
年
著
わ
し
た

K
に
、
余
す
と

こ
ろ
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
「
足
羽
庄
」
の
名
は

N
を
最
後
に
史

料
か
ら
み
え
な
く
な
り
、
荘
園
と
し
て
の
足
羽
庄

は
終
駕
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に

当
時
在
地
で
は
足
羽
庄
付
近
、
特
に
お
そ
ら
く
そ
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の
中
枢
部
た
る
神
明
神
社
一
帯
や
北
陸
道
に
沿
っ
た

地
域
を
指
す
、
い
わ
ば
俗
称
と
し
て
「
北
庄
」
の
呼

称
が
成
立
し
て
お
り
、
中
央
に
も
「
北
庄
川
」
の
名

が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
N
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
以

後
在
地
文
書
で
は
「
足
羽
庄
」
に
か
わ
っ
て
、
こ
の

「
北
庄
」
、
あ
る
い
は
北
庄
と
社
庄
・
木
田
庄
の
総

称
と
推
測
さ
れ
る
「
足
羽
三
ヶ
庄
し
が
ょ
っ
ぱ
ら
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
別
稿
で
述
べ
た
。

「
越
前
国
名
蹟
考
」
な
ど
近
世
の
諸
書
に
「
足
羽
庄
し

の
名
が
み
え
な
い
の
は
、
「
北
庄
L

に
と
っ
て
代
わ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
地
ば
か
り
か
呼
称
ま
で

忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、
松
原
氏
は
右
に
み
た
朝
倉
氏
の
か
華

々
し
い
。
一
条
家
領
押
領
の
事
実
と
、
「
朝
倉
家
記
し

の
「
同
国
足
羽
郡
は
一
条
殿
御
料
所
成
に
依
て
、
広

景
御
代
官
職
と
し
て
同
郡
北
庄
黒
丸
の
館
に
居
へ
給

ふ
」
と
か
、
称
念
寺
本
「
朝
倉
系
図
」
の
「
広
景
自

但
州
越
前
下
足
羽
北
庄
、
黒
丸
館
住
し
の
記
事
、
さ

ら
に
は
朝
倉
高
景
の
「
足
羽
北
庄
領
所
職
」
拝
領
を

示
す
足
利
尊
氏
下
文
(
「
朝
倉
家
記
」
所
収
)
な
ど

を
結
び
つ
け
て
、
朝
倉
氏
は
南
北
朝
期
以
来
一
貫
し

て
こ
の
「
足
羽
北
庄
」
黒
丸
館
(
小
黒
丸
城
)
を
拠

城
と
し
、
「
足
羽
北
庄
」

l
足
羽
御
厨

1
北
庄
を
本

河
村

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
つ
い
て
(
下 拠

と
し
て
き
だ
、
と
の
所
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
あ
り
、

K
に
い
う
朝
倉
美
作
入
道
は
こ
の
教
景
に
比

以
下
、
こ
の
松
原
説
に
対
す
る
若
干
の
疑
問
を
呈
示
定
さ
れ
わ
)
教
景
が
父
の
存
命
中
に
代
官
職
を
請
負

し

て

み

た

い

。

-

う

こ

と

も

十

分

あ

り

得

る

が

、

私

は

こ

の

場

合

、

父

ま
ず
、

K
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
跡
を
襲
っ
て
以
後
の
こ
と
と
推
測
す
る
。
す
な
わ

の
史
料
は
応
仁
の
乱
以
降
の
朝
倉
孝
景
の
押
領
ぶ
り
ち
、
一
条
兼
良
は
「
桃
華
薬
葉
」
を
執
筆
す
る
際
、

を
示
す
部
分
の
み
注
目
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
朝
倉
氏
当
然
多
く
の
資
料
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

の
足
羽
庄
(
以
下
当
時
の
通
称
に
従
っ
て
か
く
記
す

)
K
の
「
代
官
朝
倉
美
作
入
道
議
之
」
の
部
分
が
、
も

に
お
け
る
地
位
が
請
負
代
官
で
あ
っ
た
と
す
る
点
が
し
代
官
職
請
文
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば

意
外
に
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
教
景
が
代
官
職
を
請
負
っ
た
時
に
は
す
で
に
出
家
し

請
負
代
官
職
は
荘
園
領
主
と
の
間
に
一
定
額
の
年
貢
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
父
の
存
命
中
よ
り
も

納
入
を
契
約
し
て
補
任
さ
れ
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
没
後
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
と
す
れ
ば
、
朝
倉
氏

地
頭
職
の
よ
う
に
代
々
将
軍
か
ら
安
堵
さ
れ
る
相
伝
が
足
羽
庄
の
請
負
代
官
に
な
っ
た
の
は
、
同
庄
が
一

の
職
と
は
本
来
的
に
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
条
家
領
に
復
し
て
か
ら
二
十
年
以
上
も
後
で
あ
っ
た

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
朝
倉
氏
が
足
羽
庄
の
請
こ
と
に
な
る
。
こ
の
推
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
系
図
を
信

負
代
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
問
庄
が
朝
倉
氏
頼
し
、
貞
景
が
美
作
守
を
称
さ
ず
教
景
が
称
し
た
こ

の
本
拠
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
し
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
朝
倉
氏
諸
系
図

か
も
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

K
に
よ
れ
ば
一
の
官
途
に
関
す
る
記
事
は
意
外
に
正
確
な
場
合
が
少

条
家
に
還
付
さ
れ
た
足
羽
庄
の
代
官
職
を
ま
ず
請
負
な
く
な
い
目
、
少
な
く
と
も
教
景
が
美
作
守
を
名
乗

っ
た
の
が
、
朝
倉
美
作
入
道
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
っ
た
こ
と
は
信
じ
て
よ
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
か

諸
系
図
に
よ
る
限
り
、
応
永
二
十
一
二
年
(
一
四
三
ハ
)
っ
て
心
月
寺
に
伝
、
え
ら
れ
て
い
た
文
書
の
中
に
、
長

当
時
の
朝
倉
家
当
主
は
貞
景
で
あ
る
が
、
そ
の
官
途
禄
元
年
(
一
四
五
七
)
十
一
月
三
日
付
の
「
朝
倉
美

は
下
野
守
で
あ
る
。
美
作
守
を
名
乗
る
の
は
、
永
享
作
証
状
」
が
含
ま
れ
て
い
た
事
実
民
、
教
景
が
、
宝

八
年
(
一
四
三
六
)
に
没
す
る
貞
景
の
子
、
教
景
で
徳
二
年
(
一
四
五

O
)
子
の
家
景
(
下
野
守
)
に
先
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立
た
れ
た
後
も
存
命
し
、
寛
正
四
年
ご
四
六
三
)

八
十
四
歳
で
没
し
た
と
す
る
系
図
の
記
事
と
は
矛
盾

せ
ず
、
教
景
が
美
作
守
を
称
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
一
条
家
領
に
復
す
る
前
の
常
盤
井
宮
領
時

代
の
足
羽
庄
に
関
す
る
徴
証
は

H
-
-以
外
に
な
い

し
、
「
桃
華
薬
葉
」
執
筆
時
に
「
朝
倉
美
作
入
道
」

以
前
の
関
係
文
書
が
一
条
家
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ

で
、
朝
倉
氏
が
教
景
の
代
以
前
に
足
羽
庄
と
何
の
か

か
わ
り
を
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
、
な
ど
と
主
張
す

る
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
た
だ
、
私
は
、

K
に

述
べ
ら
れ
る
朝
倉
孝
景
の
鮮
烈
な
押
領
ぶ
り
を
も
っ

て
、
応
仁
以
前
の
朝
倉
氏
と
足
羽
庄
以
下
一
条
家
領

と
の
関
係
を
推
し
計
る
こ
と
の
危
険
性
を
強
調
し
た

い
の
で
あ
る
。

松
原
氏
が
、
朝
倉
氏
の
本
拠
を
通
説
に
い
う
坂
井

郡
黒
丸
城
(
大
黒
丸
城
)
で
は
な
く
、
足
羽
郡
黒
丸

城
(
小
黒
丸
城
)
と
さ
れ
る
重
要
な
根
拠
と
し
て
、

先
に
あ
げ
た
「
朝
倉
家
記
」
や
称
念
寺
本
寸
朝
倉
系

図
」
の
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
前
者
の
「
足

羽
郡
は
一
条
殿
御
料
所
成
に
依
て
し
の
記
述
は
、
足

羽
庄
が
応
永
二
十
三
年
一
条
家
に
還
付
さ
れ
る
ま
で

皇
室
領
・
常
盤
井
宮
領
で
あ
っ
た
事
実
を
ま
っ
た
く

認
識
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
無
視
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
J
i
M
と
関
連
づ
け
で
考
、
え
る
こ
と

は
到
底
で
き
な
い
。
ま
た
、
両
者
に
い
う
「
足
羽
郡

北
庄
黒
丸
の
館
」
「
足
羽
北
庄
黒
丸
館
」
は
そ
も
そ

も
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
足
羽
北
庄
」
の
呼
称

と
し
て
の
疑
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し

た
通
り
で
あ
る
が
、
よ
し
、
こ
の
呼
称
が
旧
足
羽
御

厨
・
足
羽
庄
・
北
庄
と
同
じ
地
域
を
指
す
も
の
と
し

て
実
在
し
た
と
し
て
も
、
黒
丸
の
地
は
そ
の
中
に
は

含
ま
れ
な
い
。
足
羽
庄
の
荘
域
に
つ
い
て
は
次
節
で

考
え
て
み
た
が
、
一
応
の
推
定
の
結
果
は
後
掲
第
4

図
に
一
不
す
ご
と
く
で
あ
り
、
い
か
に
広
く
見
積
っ
て

み
て
も
、
九
頭
龍
川
と
日
野
川
の
合
流
点
に
位
置
す

る
、
現
福
井
市
黒
丸
町
ま
で
含
ん
で
い
た
と
は
考
え

難
く
、
南
北
朝
・
室
町
期
の
こ
の
付
近
は
、
お
そ
ら

く
藤
島
庄
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。
松
原
氏
は
、
「
足
羽
北
庄
黒
丸
館
」
を
記
す

「
朝
倉
家
記
」
や
系
図
こ
そ
事
実
を
示
す
も
の
で
、

通
説
の
拠
所
た
る
集
覧
本
「
朝
倉
始
末
記
」
が
「
坂

南
郡
黒
丸
城
し
と
記
す
の
は
、
「
故
意
に
」
「
改
ざ

ん
し
た
」
も
の
と
断
じ
ら
れ
た
が
、
私
は
、
む
し
ろ

「
朝
倉
家
記
」
や
系
図
が
こ
と
さ
ら
寸
足
羽
北
庄
」

に
こ
だ
わ
る
(
と
私
に
は
思
、
え
る
)
の
は
、
応
仁
の

乱
の
過
程
で
一
条
家
領
を
押
領
し
た
朝
倉
氏
が
、
自

己
を
正
当
化
す
る
た
め
、
南
北
朝
期
か
ら
す
で
に
「

一
条
殿
御
料
所
」
(
実
は
常
盤
井
宮
領
で
あ
る
が
)
た

る
「
足
羽
北
庄
」
の
代
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し

よ
う
と
す
る
、
苦
し
い
弁
明
に
す
ぎ
な
い
と
考
、
え
る
。

別
稿
で
は
、
右
の
所
説
の
か
典
拠
。
た
る
、
延
文
二

年
十
二
月
二
日
足
利
尊
氏
下
文
が
偽
文
書
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
偽
作
の
動
機
を
、
長
官
手
元
年
(
一
四

八
七
)
の
斯
波
氏
と
の
訴
訟
の
中
で
、
南
北
朝
期
の

朝
倉
氏
と
将
軍
家
と
の
関
係
の
緊
密
さ
を
強
調
す
る

こ
と
と
の
み
考
え
た
が
、
あ
る
い
は
、
こ
の
尊
氏
下

文
に
限
っ
て
い
え
ば
、
右
に
示
し
た
こ
と
も
一
つ
の

背
景
と
考
え
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
改
ざ
ん
し
の
罪
は
「
朝
倉
家
記
」
や
系
図
の
方
に

こ
そ
負
わ
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
集
覧
本
寸
朝
倉
始
末
記
」
の
い
う

「
坂
南
郡
黒
丸
城
」
本
拠
説
を
無
前
提
に
認
め
る
つ

も
り
も
、
今
の
と
こ
ろ
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

さ
て
、
松
原
説
の
論
拠
に
は
、
こ
の
他
、
①
北
庄

神
明
神
社
と
朝
倉
氏
の
関
係
、
②
教
景
(
家
景
)
の

弟
、
頼
景
(
京
景
)
が
「
北
庄
し
を
名
乗
っ
て
い
る

こ
と
、
の
二
点
あ
る
。
ま
ず
①
は
、
「
朝
倉
家
記
L
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も
含
め
た
諸
種
の
「
朝
倉
始
末
記
」
や
系
図
類
に
、

貞
和
三
年
ご
三
四
七
)
に
広
景
が
北
庄
神
明
社
を

造
営
し
、
文
安
三
年
(
一
四
四
六
)
に
は
家
景
が
こ

れ
を
再
興
し
た
と
あ
り
、
永
禄
九
年
(
一
五
六
六
)

の
「
神
明
社
縁
起
」
も
同
社
を
広
景
の
建
立
と
し
、

さ
ら
に
、
孝
景
(
英
林
)
は
伊
勢
神
宮
を
厚
く
崇
敬

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
(
旬
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
孝
景
の
伊
勢
信
仰
は
動
か
し
難
い
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
、
朝
倉
氏
が
南
北
朝
期
以
来

北
庄
(
足
羽
庄
)
を
本
拠
に
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付

け
る
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
軍
記
物
・
系
図
・
縁

起
類
が
、
全
面
的
信
頼
の
お
け
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
事
実
、
朝
倉
氏
の
系
図
に
粉
飾
が
み
ら

れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
私
)
ま
た
、
②
に
つ
い
て
、
松
原
氏
は
、
兄

教
景
が
北
庄
か
ら
一
乗
谷
へ
本
拠
を
移
し
た
の
に
伴

ぃ
、
頼
景
が
「
北
庄
在
番
」
と
し
て
残
っ
た
結
果
、

「
北
庄
」
を
称
し
た
、
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

や
は
り
強
引
の
感
が
否
め
な
い
。
一
般
に
は
、
宗
家

の
本
拠
は
他
に
あ
り
、
一
族
が
北
圧
に
進
出
し
て
在

名
を
名
乗
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
こ
の
事
例
は
、
「
北
庄
」
の
呼
称
が
教
景

の
代
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
こ
の

河

村

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
つ
い
て
(
下

頃
に
な
っ
て
朝
倉
氏
が
当
地
に
本
格
的
に
進
出
し
て

き
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
理
解
す
る
程
度
に
と

ど
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
つ
い
で
な
が
ら
、
安
居
郷
と
朝
倉
氏
の

関
係
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
周
知
の
ご
と

く
、
朝
倉
高
景
は
康
永
元
年
(
一
三
四
二
)
京
都
建

仁
寺
か
ら
越
前
出
身
の
別
源
円
旨
を
迎
え
て
、
安
居

の
地
に
弘
祥
寺
を
聞
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
南
北
朝

初
頭
の
安
居
郷
に
は
朝
倉
氏
の
強
い
支
配
力
が
及
ん

で
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
状
況

が
そ
の
ま
ま
室
町
期
ま
で
引
き
つ
が
れ
た
か
ど
う
か

は
、
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。
系
図
な
ど

は
、
高
景
の
子
、
氏
景
が
弘
祥
寺
の
仏
殿
を
応
永
八

年
(
一
四

O
二
建
立
し
、
そ
の
子
貞
景
は
同
十
九

年
幕
府
に
推
挙
し
て
同
寺
を
十
剰
の
位
に
列
せ
し
め

た
、
と
し
、
「
義
持
御
判
書
有
之
」
と
す
る
が
、
そ

の
真
偽
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

K

に
よ
れ
ば
、
請
負
代
官
は
安
居
氏
を
名
乗
っ
て
お
り

同
地
を
本
拠
と
す
る
在
地
武
士
で
あ
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
朝
倉
氏
の
系
図
に
安
居
の
名
が
み
え
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
朝
倉
一
族
で
な
い
と
は
断

定
で
き
な
い
が
、
他
氏
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き

に
川
「
安
居
修
理
亮
の
代
官
職
は
、
そ
の
後
改
替
さ
れ

れ
て
「
座
主
僧
」
を
代
官
と
す
る
直
務
支
配
と
な
っ

た
が
、
応
仁
の
乱
の
過
程
で
、
朝
倉
孝
景
が
こ
れ
を

押
領
し
た
こ
と
が

K
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
文
正
元
年
(
一
四
六
六
)
九
月
十

日
条
は
、
当
時
の
安
居
郷
の
様
子
を
も
う
少
し
具
体

的
に
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
条
家
か
ら
直
務

の
た
め
派
遣
さ
れ
た
宮
内
卿
康
俊
が
安
居
に
入
部
し

た
が
、
文
正
元
年
八
月
末
に
朝
倉
孝
景
の
弟
久
侍
者

(
光
玖
)
が
安
居
に
打
入
り
康
俊
を
追
い
出
し
た
。
し

か
し
、
九
月
二
日
に
河
井
氏
・
加
賀
勢
が
在
地
農
民

と
呼
応
し
て
押
寄
せ
光
玖
を
追
放
し
た
た
め
、
康
俊

は
還
住
で
き
た
と
い
う
。
以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
ま

ず
、
安
居
郷
を
本
拠
と
し
た
と
思
わ
れ
る
安
居
氏
で

す
ら
、
そ
の
代
官
職
を
安
定
的
に
は
保
持
し
得
な
か

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
朝
倉
光
玖
の
安
居
入
部
は
実
力

に
訴
え
た
非
合
法
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
す
ぐ

に
追
い
出
さ
れ
る
な
ど
、
応
仁
以
前
の
安
居
に
お
け

る
朝
倉
氏
は
あ
く
ま
で
侵
入
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
居
郷
が
「
足

羽
御
厨
別
納
」
と
て
、
足
羽
庄
と
特
別
な
関
係
が
あ

っ
た
と
す
る
K
の
記
事
も
、
足
羽
庄
が
朝
倉
氏
の
南

北
朝
期
以
来
の
本
拠
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
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以
上
、
朝
倉
氏
が
南
北
朝
初
頭
の
高
景
以
来
、
代

々
「
足
羽
北
庄

L
I足
羽
御
厨
(
足
羽
庄

)
l北
庄

を
本
拠
と
し
、
小
黒
丸
城
に
拠
っ
て
い
た
と
す
る
松

原
説
へ
の
疑
問
を
い
く
つ
か
示
し
た
が
、
こ
れ
に
代

わ
る
見
解
を
呈
示
す
る
こ
と
は
、
今
の
私
に
は
む
ず

か
し
い
。
比
較
的
早
い
時
期
に
分
出
し
た
朝
倉
庶
族

の
姓
が
、
阿
波
賀
・
東
郷
・
中
島
な
ど
、
一
乗
谷
近

辺
の
地
名
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
、
朝
倉
氏

は
当
初
か
ら
一
乗
谷
を
本
拠
と
し
て
い
た
と
も
、
考

え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、

斯
波
氏
重
臣
と
し
て
在
京
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
南

北
朝
・
室
町
期
の
朝
倉
氏
に
と
っ
て
、
越
前
に
お
け

る
「
本
拠
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
果
た
し

て
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
懐
疑
の

念
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

れ
ら
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
、
四
節
に
わ
た
る
検
討
の
大
部
分
を
占
め
る

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
関
す
る
結
論
を
、

第
3
図
と
し
て
示
し
て
お
く
。

、王(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
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若
越
郷
土
研
究

三
十
一
巻
五
号

「
桃
華
薬
葉
」
(
前
掲
)
。

『
改
定
史
籍
集
覧
』
二
四
。

『
国
史
大
辞
典
』
二
吉
川
弘
文
館
)
「
一
条

;Lf」女③-i

iTτ女乍

子??

平①

i
教
実
(
九
条

i
良
実
(
二
条

-
頼
経
(
鎌
倉
将
軍

冬
良
」
の
項
(
永
島
福
太
郎
氏
執
筆
)
。

(
4
)
K
で
は
「
安
居
保
」
と
す
る
が
、
J
で
は
「
安

(
肘
)

名
郷
」
(
年
貢
額
か
ら
み
て
こ
れ
が

K
の
安
居

保
に
当
る
こ
と
は
明
白
)
と
な
っ
て
い
る
こ
と

足羽御厨(足羽庄)伝領関係系図
数字は伝領次第(推定)

第 3図

恒⑨
明22
親昆

女一時
人宮

t@ 
親
王

品⑪
親
王

i
公
衡

i
瑛
子
(
昭
訓
門
院

を
重
視
し
て
、
ひ
と
ま
ず
「
安
居
郷
」
の
称
を

採
る
。
一
条
兼
良
は
「
足
羽
庄
」
を
敢
え
て
「

足
羽
御
厨
」
と
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
後
掲
第
1
表
に
も
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
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は
寸
安
居
保
L
J
L友
居
郷
」
の
両
者
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
戦
国
期
の
越
前
で
は
混
用

さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(
5
)

一
条
兼
良
の
越
前
下
向
関
係
史
料
は
『
史
料
』

八
一
一
、
六
三

0
1
四
頁
に
収
め
ら
れ
て
い

る
が
、
壬
生
晴
富
は
兼
良
の
下
向
に
「
如
此
御

進
退
以
外
之
次
第
放
、
莫
言
々
々
」
と
あ
き
れ

果
て
(
「
晴
富
宿
祢
記
」
文
明
十
一
年
八
月
廿
三

日
条
)
、
同
雅
久
も
「
御
老
乏
御
耳
二
同
聾
給
、

不
便
之
龍
也
」
と
そ
の
頑
冥
ぶ
り
に
匙
を
投
げ

て
い
る
(
「
雅
久
宿
祢
記
L

同
月
廿
一
日
条
)
。

当
時
の
京
都
で
兼
良
の
越
前
下
向
が
憐
倒
と
瑚

笑
を
も
っ
て
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
、
「
後
法
興

院
記
」
同
年
間
九
月
廿
日
条
に
「
今
度
下
向
事

不
可
説
之
由
、
諸
人
口
遊
云
々
」
と
み
え
る
こ

と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

(
6
)
松
原
説
に
対
す
る
批
判
は
、
す
で
に
白
崎
昭

一
郎
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
(
「
朝
倉
氏

補
考
」
「
若
越
郷
土
研
究
」
二
三
二
、
一
九

七
八
年
)
。
す
な
わ
ち
、
白
崎
氏
は
、
①
「
朝

倉
家
記
し
な
ど
に
よ
る
と
文
安
三
年
朝
倉
氏
は

北
庄
神
明
社
を
寸
再
興
」
し
た
と
い
う
が
、
「
再

興
し
と
は
廃
滅
に
近
い
状
態
か
ら
建
て
直
す
こ

河
村

と
を
意
味
す
る
か
ら
、
北
庄
が
朝
倉
氏
の
本
拠

な
ら
同
社
を
そ
の
よ
う
な
状
態
ま
で
放
置
し
て

い
た
と
は
考
え
難
い
こ
と
、
②
松
原
氏
は
坂
南

郡
黒
丸
城
を
本
拠
と
す
る
「
朝
倉
始
末
記
」
の

作
為
性
を
主
張
さ
れ
る
が
、
改
震
の
動
機
を
明

確
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
南
北
朝
期
の
朝

倉
氏
の
所
領
が
坂
井
郡
に
多
い
こ
と
、
な
ど
か

ら
、
通
説
の
坂
井
郡
黒
丸
城
本
拠
説
も
捨
て
難

い
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
間
題
を
正
面

か
ら
扱
う
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿
の
主
題
た

る
足
羽
庄
と
の
関
連
に
お
い
て
、
松
原
説
の
問

題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
7
)
松
原
氏
が
「
一
乗
城
移
城
以
前
の
朝
倉
氏
に

つ
い
て
」
(
前
掲
)
で
寸
朝
倉
美
作
入
道
」
に

「
(
広
景
)
」
と
傍
注
を
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は

(二一

O
頁
)
、
誤
植
と
考
え
た
い
。

(
8
)
た
と
え
ば
、
事
蹟
に
大
幅
な
粉
飾
、
改
賓
が

み
ら
れ
る
高
景
の
左
衛
門
尉
・
遠
江
守
は
、
「
東

海
一
温
別
集
」
の
「
洞
春
苓
別
源
禅
師
定
光
塔

(
高
景
)

銘
」
、
及
び
「
朝
倉
徳
岩
居
士
小
祥
忌
枯
香
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
朝
倉
金
吾
L

・
「
官
止
遠
江

守
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
事
実
で
あ
る
こ
と
が

裏
付
け
ら
れ
る
(
『
史
料
』
六
二
六
、
三
一
一

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
つ
い
て
(
下

頁
、
六
三
五
、
三
二
三
頁
)
。

(
9
)
明
治
三
十
年
の
史
料
編
纂
掛
に
よ
る
調
査
の

際
の
「
史
料
蒐
集
目
録
」
(
松
原
信
之
『
越
前

朝
倉
氏
と
心
月
寺
』
、
心
月
寺
、
一
九
七
二
年

一
三
五

i
六百円)。

(
叩
)
「
越
前
回
城
跡
考
」
(
杉
原
丈
夫
・
松
原
信

之
共
編
『
越
前
若
狭
地
誌
叢
室
田
』
上
巻
)
の
吉

田
郡
小
黒
丸
城
跡
の
項
の
黒
丸
村
に
「
藤
島
郷
」

の
注
記
が
あ
り
、
「
越
前
国
名
蹟
考
」
も
黒
丸

村
を
含
む
四
十
二
ヶ
村
を
藤
島
郷
と
し
て
い
る
。

(
日
)
「
月
舟
和
尚
語
録
」
(
『
続
群
書
類
従
』
文
筆

部
)
所
収
「
前
霜
台
英
林
居
士
三
十
三
年
忌
陸

座」。

(
ロ
)
小
泉
義
博
氏
は
、
浅
羽
本
「
日
下
部
系
図
」

(
『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
)
の
孝
景
(
英
林
)

の
事
蹟
の
年
代
が
意
図
的
に
改
議
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
(
「
浅
羽
本
『
日
下

部
系
図
』
の
朝
倉
孝
景
の
事
蹟
に
つ
い
て
」
「
若

越
郷
土
研
究
」
二

O

二
一
、
一
九
七
五
年
)
。

(
日
)
南
北
朝
期
に
お
け
る
斯
波
氏
被
官
と
し
て
、

安
居
備
前
守
(
『
醍
醐
寺
文
書
』
一
二
七

O
号)、

安
居
種
氏
(
「
相
国
寺
供
養
記
」
『
群
書
類
従
』

釈
家
部
)
の
名
が
知
ら
れ
る
が
、

K
に
み
え
る
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安
居
修
理
亮
が
も
し
こ
れ
ら
の
系
譜
を
ひ
く
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
朝
倉
氏
と
は
ま
っ
た
く

の
別
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
、
足
羽
庄
・
安
居
郷
の
荘
郷
域

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
足
羽
庄
・
安

居
郷
の
空
間
的
範
闘
を
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
場

合
の
足
羽
庄
は
、
二
節
で
可
能
性
を
想
定
し
た
よ
う

な
旧
安
居
御
厨
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
ま
ず

旧
足
羽
御
厨
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
き
て
、
両

庄
郷
の
位
置
を
具
体
的
に
示
す
中
世
史
料
は

N
の
み

で
あ
る
(
足
羽
庄
の
み
)
。
し
か
し
、
こ
れ
は
河
口

・
坪
江
庄
に
主
眼
を
お
く
も
の
で
、
そ
の
周
辺
に
つ

い
て
は
位
置
関
係
が
き
わ
め
て
ず
さ
ん
で
あ
っ
て
、

参
考
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、

K
に
み
え
る
い
く
つ

か
の
名
の
名
称
も
、
こ
れ
を
資
料
と
す
る
た
め
に
は
、

た
と
え
ば
小
字
の
全
面
的
調
査
な
ど
が
必
要
で
あ
り

こ
の
方
法
も
今
の
と
こ
ろ
採
用
で
き
な
い
。
結
局
、

中
世
庄
郷
名
を
伝
え
る
近
世
史
料
を
参
考
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
の
際
資
料
と
な
し
得
る
も
の
と
し
て

は
、
慶
長
十
一
年
(
一
六

O
六
)
頃
の
も
の
と
さ
れ

て
い
る
「
越
前
回
絵
民
、
文
化
十
二
年
(
一
八
一

五
)
成
立
の
「
越
前
田
名
蹟
考
(
勺
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
右
両
者
に
名
の
み
え
な
い
「
足
羽
庄
L

と

領
域
の
大
部
分
が
重
複
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
北
庄

」
の
内
部
構
成
を
示
す
、
永
禄
九
年
(
一
五
六
六
)
の

「
神
明
社
縁
起
に

3
)

も
、
足
羽
庄
の
荘
一
域
を
考
え
る
上

で
参
考
に
な
る
。

以
上
の
諸
史
料
に
み
え
る
地
名
か
ら
寸
北
庄
」
、

及
び
「
安
居
保
L

「
安
居
郷
」
に
関
係
す
る
と
思
わ

れ
る
も
の
を
選
ぴ
、
正
保
三
年
二
六
四
六
)
の
「
越

前
国
郷
帳
」
所
載
村
落
と
対
照
さ
せ
て
ま
と
め
た
の

が
、
第
1
表
で
あ
る
。
そ
の
際
、
国
絵
図
と
郷
帳
の

対
照
に
あ
た
っ
て
は
、
笠
松
重
雄
氏
の
労
作
、
「
松
平

文
庫
越
前
国
絵
図
(
慶
長
絵
図
)
の
研
究
」
に
拠
っ

た。
き
て
、
こ
の
表
に
は
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
足

羽
庄
」
は
ま
っ
た
く
み
え
ず
、
中
世
の
聞
に
「
北
庄
」

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
が
、
ま
ず
、
北
庄
の
範
囲
を
考
え
て
み
よ
う
。

別
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
北
庄
は
俗
称
と
し
て

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
当
初
は
厳
密
な
境

界
が
な
く
、
お
そ
ら
く
足
羽
庄
の
中
枢
部
を
指
し
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
荘
園
と
し
て
の
足
羽
庄
が

消
滅
す
る
と
、
次
第
に
足
羽
庄
域
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

北
庄
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ

ぅ
。
北
庄
が
上
・
中
・
下
の
三
郷
か
ら
成
っ
て
い
た

と
す
る
の
が
「
神
明
社
縁
起
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

み
え
る
「
丸
山
」
「
境
村
」
は
、
「
正
保
郷
帳
」
で

は
「
丸
岡
山
村
」
「
堺
村
」
と
表
記
さ
れ
、
貞
享
二

年
(
一
六
八
五
)
の
「
越
前
地
理
指
民
以
降
「
丸

山
村
」
寸
境
村
し
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
か
(
旬
、
永
禄
九
年
(
一
五
六
六
)
と
い

う
成
立
年
代
は
必
ず
し
も
信
頼
で
き
る
も
の
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
の
内
容
が
近
世
の
状

況
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
世
末
期
頃

の
北
庄
が
三
郷
か
ら
成
っ
て
い
た
と
す
る
点
は
、
「
国

絵
図
し
の
記
載
っ
中
郷
」
は
み
え
な
い
が
)
と
も
一

致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ほ
ぽ
事
実
と
み
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
範
囲
は
、
北
庄
上

郷
が
「
名
蹟
考
」
に
い
う
四
ッ
居
郷
に
勝
見
村
を
加

え
た
九
ヶ
村
、
お
そ
ら
く
成
立
当
初
の
北
庄
に
当
る

と
考
え
ら
れ
る
北
庄
中
郷
(
単
に
「
北
庄
」
と
称
さ

れ
た
か
も
知
れ
な
い
)
が
、
「
国
絵
図
」
に
い
う
北

庄
町
・
北
庄
松
本
村
・
一
二
橋
村
・
城
橋
向
村
、
北
庄

下
郷
が
「
国
絵
図
」
の
通
り
、
と
一
応
考
え
て
お
く
。

安
居
郷
に
つ
い
て
は
「
国
絵
図
」
の
安
居
保
、
「
名

蹟
考
L

の
安
居
郷
が
あ
る
が
、
前
者
は
す
べ
て
後
者

に
含
ま
れ
る
の
で
、
安
居
保
に
当
る
七
ヶ
村
が
安
居
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北庄・安居保(安居郷)関係地名

神明社縁起 越前国絵図 越前国郷帳 越前国名蹟考

永禄9年(1566)? 慶長11年(1606)頃 正保3年(1646) 文化12年(1815) 

丸 山 =口t 丸岡山村 丸岡山村
~t 桶田村

回
北庄上郷 北今泉村

庄 君日 東今泉村
四ツ居郷

下回井村

上
四 井

米松村

足 四 井 村 北 村

銀F 1度 村

勝 見 勝 見 村 勝見村 郷庄不知分

~~ ~t 庄 町 福居庄町
ヰじ

福居庄町外
ヰじ 庄 北庄松本村

松本町
庄 北

城橋向村 城橋町

一 橋 村 三橋村
中 福 井 庄

君日 石 場 町 石場町

顔E
同 畠 石場畑方

( ※木田村上下 木田村

境 村 足 堺 村

菅 谷 菅谷村

明里村 明理村

~t 7.1<. 越
~~ 

北庄下郷 水越村

飯 塚 飯塚村

角 折 君日 角折村

庄 大 i瀬 ) 大瀬村

下 市 下 市 村 下市村

金 屋 金 屋 村 金屋村
安 居 銀F

下
丹

恐神村

生 堀 干す

北 安田村
君日

郷 安 居 ( 女-ーι噌
居 保 羽坂村

丹
本堂村生

※向大瀬 郡 細坂村

※高 相P 更毛村

第 l表郷
に
属
し
た
の
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
金
屋

村
は
弘
祥
寺
の
所
在
地
で
あ
る
か
ら
安
居
郷
に
含
ま

れ
る
の
は
確
実
だ
し
、
下
市
村
も
、
「
越
前
田
城
跡

考
」
に
お
い
て
、
金
屋
村
と
共
に
「
安
居
郷
」
の
注

記
が
あ
る
か
ら
、
同
様
に
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
問
題

は
、
「
国
絵
図
」
の
北
庄
下
郷
に
含
ま
れ
な
が
ら
、

「
名
蹟
考
」
で
は
安
居
郷
と
さ
れ
る
五
ヶ
村
で
あ
る

が
、
私
は
、
①
北
庄
の
領
域
が
必
ず
し
も
足
羽
庄
の

荘
域
そ
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
②
「
神
明
社

縁
起
」
が
問
題
の
五
ヶ
村
な
ど
と
共
に
安
居
も
北
庄

下
郷
に
含
め
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
を
勘
案
し
て
、

「
名
蹟
考
」
の
い
う
安
居
郷
こ
そ
中
世
の
安
居
郷
を

河
村

足
羽
御
厨
(
足
羽
庄
)
の
伝
領
に
つ
い
て
(
下

(l)r越前国絵図」と「正保郷帳」の対照は、笠原重雄「松平文庫越前国絵
図(慶長絵図)の研究J(r若越郷土研究J16ー 5-17-3)による。
(2)※の向大瀬は近世村落名としてはない。高柳は吉田郡の九頭竜川
南岸の村。木田村上下は「正保郷帳」の木田・板垣両村に相当。

備考
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忠
実
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
一
隔
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
本
来
の
安
居
郷
(
旧
安
居
御
厨
)
は
日
注

野
川
以
西
(
更
毛
川
流
域
の
旧
丹
生
郡
西
安
居
村
)
(
1
)

『
越
前
若
狭
地
誌
叢
書
L

上
巻
(
前
掲
)
0

の
み
な
ら
ず
、
東
岸
域
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
の
が
、

(
2
)
杉
原
丈
夫
編
『
新
訂
越
前
国
名
蹟
考
』
(
松

俗
称
と
し
て
の
「
北
庄
」
が
成
立
し
、
そ
れ
が
呼
称
見
文
庫
、
一
九
八

O
年
)
0

と
し
て
の
「
足
羽
庄
」
を
駆
逐
し
て
い
く
過
程
で
、

(
3
)
松
原
信
之
「
一
乗
城
移
城
以
前
の
朝
倉
氏
に

日
野
川
東
岸
域
の
安
居
郷
の
地
ま
で
北
庄
下
郷
の
中
つ
い
て
」
(
前
掲
)
二
九
頁
に
関
係
部
分
引
用
。

に
組
み
込
ん
で
い
き
、
残
り
の
日
野
川
以
西
が
「
安

(
4
)
「
若
越
郷
土
研
究
二
六
|
五

i
一
七
|
三
、

居
保
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
一
九
七
一

1
二
年
。

う
か
。
日
野
川
の
よ
う
な
、
比
較
的
大
き
な
河
川
を

(
5
)
注
印
に
同
じ
。

越
え
て
庄
郷
城
の
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
必
ず
し
も

(
6
)

三
筒
井
県
の
地
名
』
(
前
掲
)
福
井
市
丸
山
村

不
自
然
で
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
安
居
郷
の
北
に
・
境
村
の
項
参
照
。

隣
接
す
る
、
日
野
川
西
岸
の
深
谷
が
、
対
岸
に
広
が

(
7
)
文
安
二
年
(
一
四
四
五
)
八
月
三
日
越
前
国

(
7
)
 

る
藤
島
庄
に
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
白
老
寺
十
輪
院
末
寺
修
造
料
足
奉
加
状
(
『
福
井

以
上
の
推
論
の
結
果
を
図
示
し
た
の
が
第
4
図

で

県

史

』

資

料

編

2
所
収
束
寺
百
合
文
書
七
九
号
)

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
に
「
越
前
回
吉
田
郡
藤
島
庄
深
谷
」
の
記
事
が

つ
の
仮
説
に
す
ぎ
ず
、
特
に
「
神
明
社
縁
起
」
や
「
国
あ
る
。

絵
図
」
に
い
う
「
北
庄
上
郷
」
が
果
た
し
て
旧
足
羽
〔
追
記
〕
別
稿
「
『
朝
倉
家
記
』
所
収
南
北
朝
期
文
書

庄
(
足
羽
御
厨
)
の
故
地
を
継
承
す
る
も
の
か
ど
う
の
再
検
討
し
は
「
日
本
歴
史
」
四
六
三
号

か
は
、
北
庄
下
郷
に
関
す
る
先
の
推
定
を
前
提
と
す
に
掲
載
予
定
。

れ
ば
、
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
(

図
を
み
れ
ば
、
松
原
氏
が
南
北
朝
期
以
来
の
朝
倉
氏

の
拠
城
と
い
わ
れ
る
黒
丸
城
か
、
足
羽
庄
か
ら
遠
く
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